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一 

一
部
事
務
組
合(

岩
村
小
学
校
組
合)

の
規
約
を
定
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
規
約
第
十
三
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
組
合
を
組
織
し
て
い
る
一
方
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
一
部
事
務
組
合
を
存
続
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た

の
で
、
組
合
解
散
の
申
し
入
れ
が
あ
つ
た
場
合
、
申
し
入
れ
を
受
け
た
一
方
の
地
方
公
共
団
体
が
諸
般
の
つ
ご

う
（
組
合
を
解
散
す
れ
ば
、
全
児
童
数
二
百
十
人
の
う
ち
、
九
十
一
人
と
な
る
の
で
、
学
校
は
複
式
学
級
と
な

り
存
続
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
距
離
的
に
他
校
に
通
学
で
き
な
い
。
）
か
ら
解
散
に
応
じ
な
い
た
め
、
地
方
自

治
法
第
二
百
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
協
議
が
不
成
立
の
場
合
、
そ
の
組
合
は
解
散
に
な
ら
な

い
と
解
す
る
が
い
か
ん
。 

そ
の
場
合
規
約
第
十
三
条
の
規
定
は
だ
足
と
考
え
て
よ
ろ
し
い
か
ど
う
か
。 

 

三 

一
部
事
務
組
合
の
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

岩
村
小
学
校
組
合
規
約 

（
組
合
の
解
散
及
び
財
産
の
処
分
方
法
） 

第
十
三
条
将
来
組
合
を
構
成
す
る
市
町
の
い
ず
れ
か
一
方
又
は
双
方
に
お
い
て
、
組
合
存
続
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
は
、
無
条
件
を
も
つ

て
こ
の
組
合
を
解
散
し
、
組
合
の
全
財
産
は
こ
れ
を
処
分
す
る
。 

2 

前
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
解
散
に
伴
う
財
産
処
分
を
す
る
場
合
は
、
各
市
町
の
負
担
金
の
額
に
按
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
に
現
物
を
も
つ

て
公
平
に
配
分
す
る
。 

 



 

三 

前
記
二
の
方
法
は
き
わ
め
て
無
謀
で
あ
る
が
、
万
一
一
方
の
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
が
通
学
区
域
を

変
更
し
て
、
児
童
を
組
合
学
校
よ
り
他
校
に
転
学
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
、
県
教
育
委
員
会
は
組
合
学
校
の
教

員
を
減
ら
し
て
、
他
校
に
配
置
替
え
す
る
こ
と
は
適
当
か
ど
う
か
。 

二 
一
部
事
務
組
合(

岩
村
小
学
校
組
合)

を
解
散
す
る
場
合
に
お
い
て
、
財
産
処
分
を
必
要
と
す
る
の
で
、
地
方

自
治
法
第
二
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
協
議
を
必
要
と
す
る
が
、
一
部
事
務
組
合

の
解
散
及
び
財
産
処
分
の
協
議
と
も
に
不
成
立
の
場
合
、
組
合
を
組
織
す
る
一
方
の
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委

員
会
が
、
一
部
事
務
組
合(

岩
村
小
学
校
組
合)

の
教
育
委
員
会
、
及
び
組
合
を
組
織
す
る
他
方
の
地
方
公
共
団

体
の
教
育
委
員
会
の
了
解
を
得
ず
に
、
一
方
的
に
通
学
区
域
を
変
更
し
て
児
童
を
転
学
さ
す
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
。 

（
こ
の
場
合
組
合
学
校
の
児
童
数
は
全
児
童
数
二
百
十
人
の
う
ち
九
十
一
人
と
な
る
の
で
、
複
式
学
級
と
な

り
、
存
続
不
可
能
と
な
る
の
で
組
合
を
組
織
し
た
意
図
に
反
す
る
こ
と
。
） 

四 

 



 

 

 

ま
た
組
合
学
校
は
依
然
と
し
て
解
散
に
な
ら
な
い
場
合
、
規
約
第
十
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
経
費
の
負
担

義
務
は
双
方
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
従
来
通
り
あ
る
と
解
す
る
が
い
か
ん
。 

不
適
当
で
あ
つ
て
か
つ
、
違
法
、
無
効
と
解
す
る
が
い
か
ん
。
万
一
可
能
と
す
れ
ば
そ
の
法
的
根
拠
い
か
ん
。 

右
質
問
す
る
。 

    

五 

岩
村
小
学
校
組
合
規
約 

（
組
合
の
経
費
の
支
弁
の
方
法
） 

第
十
二
条 

組
合
の
経
費
は
、
組
合
を
組
織
す
る
市
町
の
負
担
金
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

2 

前
項
の
負
担
金
は
各

町
の
旧
岩
村
地
区
に
お
け
る
昭
和
三
十
四
年
十
月
一
日
現
在
の
住
民
登
録
に
よ
る
人
口
数
に
按
分
し
て
各
市
町
が
そ 
市

れ
ぞ
れ
負
担
す
る
。 

3 

負
担
金
の
額
は
、
毎
年
度
組
合
の
議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
。 

4 

負
担
金
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。 


